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(57)【要約】
【課題】背負いベルトが使用者の背中に密着した状態に
なると共に、使用者の背中側に積極的に密着しようとす
る力や肩から滑りにくくするという力が働くようにして
背負いベルトを取り付けることのできるランドセル用背
負いベルト取付具を提供する。
【解決手段】ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの上部の中
央部に設けられた一対の連結体３の上部にそれぞれ上に
向けて挿入孔４ａを開口した挿入部４を一体的に形成し
たものとし、前記挿入部４を背当て部Ｔの中心線Ｃ方向
に、背当て部Ｔの外側から５～２０度の傾斜角度αの範
囲内で捻ったものとし、前記挿入部４の挿入孔４ａに背
負いベルトＢの上端部をそれぞれ挿入して固着したもの
としている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランドセル本体（Ｒ）の背当て部（Ｔ）の上部の中央部に設けられた一対の連結体（３
）の上部にそれぞれ上に向けて挿入孔（４ａ）を開口した挿入部（４）を一体的に形成し
たものとし、前記挿入部（４）を背当て部（Ｔ）の中心線（Ｃ）方向に、背当て部（Ｔ）
の外側から５～２０度の傾斜角度（α）の範囲内で捻ったものとし、前記挿入部（４）の
挿入孔（４ａ）に背負いベルト（Ｂ）の上端部をそれぞれ挿入して固着したことを特徴と
するランドセル用背負いベルト取付具。
【請求項２】
　ランドセル本体（Ｒ）の背当て部（Ｔ）の上部の中央部に設けられた一対の連結体（３
）の上部にそれぞれ上に向けて挿入孔（４ａ）を開口した挿入部（４）を一体的に形成し
たものとし、前記挿入部（４）を背当て部（Ｔ）の中心線（Ｃ）方向に、背当て部（Ｔ）
の外側から５～２０度の傾斜角度（α）の範囲内で捻ったものとすると共に、背当て部（
Ｔ）の前方向に、背当て部（Ｔ）の上端から３～１０度の傾斜角度（β）の範囲内で傾け
たものとし、前記挿入部（４）の挿入孔（４ａ）に背負いベルト（Ｂ）の上端部をそれぞ
れ挿入して固着したことを特徴とするランドセル用背負いベルト取付具。
【請求項３】
　前記連結体（３）を左右方向に揺動自在としたことを特徴とする請求項１または２記載
のランドセル用背負いベルト取付具。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  この発明は、ランドセル本体の背当て部の上部に固着されるランドセル用背負いベルト
取付具の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の背負いベルト取付具は、図６～９に示したように、ランドセル本体Ｒの
背当て部Ｔの上部に固着されており、取付板１１と上蓋板１２の間に回動自在として挟持
された左右一対の連結体１３の上部にそれぞれほぼ真上に向けて挿入孔１４ａを開口した
挿入部１４を一体的に形成したものとしている。そして、これら挿入孔１４ａに背負いベ
ルトＢの上端をそれぞれ挿入して、挿入部１４に設けたリベット孔１４ｂにリベット１５
を通して、背負いベルトＢをリベット止めしたものとしている（特許文献１）。
【０００３】
　したがって、このようにリベット止めした一対の背負いベルトＢは、ランドセル本体Ｒ
からほぼ真上に向いた状態で背負いベルト取付具に取り付けられる。そのため、使用者が
ランドセルを背負った場合には、ランドセル本体Ｒが常に斜め上方に引っ張られた状態と
なり、背負いベルトＢが使用者の背中に密着した状態に保たれることになるので、背負い
ベルトＢが使用中にランドセルの重量により肩からずれず、ランドセルが重く感じること
なく、使用感が良いものとなるとしている。
【特許文献１】特許第３７６３１２９号公報（図１、図５、図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔは、厚手のボール紙や合成樹脂板などから形
成され、容易には変形しないように構成されている。したがって、このような背当て部Ｔ
の上部に設けられた背負いベルト取付具は、その背当て部Ｔに固着された位置で動くこと
なく、またこのような背負いベルト取付具に取り付けられた背負いベルトＢの取り付け方
向も、その背負いベルト取付具の取り付け方向で決まってしまうため、上記したように背
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負いベルト取付具に背負いベルトＢの上端部を取り付ける工夫が必要となっている。
【０００５】
　しかしながら、従来の背負いベルト取付具は、背負いベルトＢの上端部をランドセル本
体Ｒからほぼ真上に向いた状態で取り付けられているため、背負いベルトＢが使用者の背
中に密着した状態になるものの、使用者の背中側に積極的に密着しようとする力や肩から
滑りにくくするという力は働いていない。そのため、使用者が長い時間ランドセルを背負
っていたり、ランドセルを背負いながら体を大きく揺すったりした場合には、背負いベル
トＢが肩から外れる方向（外側方向）にずれてしまい、ランドセルが重く感じることなく
、使用感が良いものとなるという効果が常に発揮できなくなるという課題を有していた。
【０００６】
　そこで、この発明は、上記従来の課題を解決するものであり、背負いベルトが使用者の
背中に密着した状態になると共に、使用者の背中側に積極的に密着しようとする力や肩か
ら滑りにくくするという力が働くようにして背負いベルトを取り付けることのできるラン
ドセル用背負いベルト取付具を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの上部
の中央部に設けられた一対の連結体３の上部にそれぞれ上に向けて挿入孔４ａを開口した
挿入部４を一体的に形成したものとし、前記挿入部４を背当て部Ｔの中心線Ｃ方向に、背
当て部Ｔの外側から５～２０度の傾斜角度αの範囲内で捻ったものとし、前記挿入部４の
挿入孔４ａに背負いベルトＢの上端部をそれぞれ挿入して固着したものとしている。
【０００８】
　また、この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔ
の上部の中央部に設けられた一対の連結体３の上部にそれぞれ上に向けて挿入孔４ａを開
口した挿入部４を一体的に形成したものとし、前記挿入部４を背当て部Ｔの中心線Ｃ方向
に、背当て部Ｔの外側から５～２０度の傾斜角度αの範囲内で捻ったものとすると共に、
背当て部Ｔの前方向に、背当て部Ｔの上端から３～１０度の傾斜角度βの範囲内で傾けた
ものとし、前記挿入部４の挿入孔４ａに背負いベルトＢの上端部をそれぞれ挿入して固着
したものとしている。
【０００９】
　さらに、この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、前記連結体３が左右方向に揺
動自在としたものとしている。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、以上に述べたように構成されているの
で、背負いベルトが使用者の背中に密着した状態になると共に、使用者の背中側に積極的
に密着しようとする力や肩から滑りにくくするという力が働くようにして背負いベルトを
取り付けることができるものとなり、使用者が長い時間ランドセルを背負っていたり、ラ
ンドセルを背負いながら体を大きく揺すったりした場合にも、背負いベルトが肩から外れ
る方向（外側方向）にずれてしまうことなく、ランドセルが重く感じることなく、常に使
用感が良いものとなるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
  以下、この発明のランドセル用背負いベルト取付具を実施するための最良の形態を、図
面に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの上部
の中央部に固着されており、この背当て部Ｔへの取付板１と、この取付板１の空間部Ｓを
塞いでおくための上蓋板２との間に左右一対の連結体３が左右方向に揺動自在として設け
られている。そして、これら連結体３の上部には、それぞれ上に向けて挿入孔４ａを開口
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した挿入部４を一体的に形成したものとしている。そして、前記挿入部４は、背当て部Ｔ
の中心線Ｃ方向に、背当て部Ｔの外側から５～２０度の傾斜角度αの範囲内で、好ましく
は傾斜角度αを約８度にして、捻ったものとしている。
【００１３】
　さらに、前記挿入部４は、背当て部Ｔの中心線Ｃ方向に、背当て部Ｔの外側から５～２
０度の傾斜角度αの範囲内で、好ましくは傾斜角度αを約８度にして、捻ったものとする
と共に、背当て部Ｔの前方向に、背当て部Ｔの上端から３～１０度の傾斜角度βの範囲内
で、好ましくは傾斜角度βを約５度にして、傾けたものとしている。
【００１４】
　なお、前記背当て部Ｔの上部とは、背当て部Ｔの最上端または最上端から少し下げた位
置のことをいう。
【００１５】
　また、前記挿入部４は、背当て部Ｔの左右方向に揺動自在として取り付けており、使用
者の体格に応じて左右方向に移動できるようにしている。この挿入部４を左右方向に揺動
自在として背当て部Ｔに取り付けるには、それぞれの連結体３を取付板１の空間部Ｓに収
納し、これら連結体３に形成した摺動孔５に取付板１に設けた摺動体６をそれぞれ入り込
ませ、それぞれの連結体３の下端に設けた軸孔７を取付板１に設けた支軸８に軸支してい
る。さらに、それぞれの連結体３の対向側面に設けた歯合部３ａを互いに噛み合わせると
共に、連結体３の外側面を内方向に押し付ける略Ｖ字状のバネ９を取付板１の空間部Ｓに
設け、前記連結体３にそれぞれ内方向の弾力を付したものとしている。
【００１６】
　そして、前記挿入部４の挿入孔４ａには、背負いベルトＢの上端部をそれぞれ挿入して
、挿入部４に設けたリベット孔４ｂにリベット１０を通して、背負いベルトＢをリベット
止めして固着したものとしている。
【００１７】
　前記背負いベルトＢは、厚手の皮革地や合成樹脂地からなり、上端部には弾性合成樹脂
板や弾性金属板などの弾性部材を挟み込んだものとして、挿入孔４ａに挿入された場合に
、この上端部が上方に向いた状態を維持し易いようにしておくのが好ましい。
【００１８】
　そして、この発明のランドセル用背負いベルト取付具は、上蓋板２に設けられたリベッ
ト孔２ａから取付板１に設けられたリベット孔１ａにリベット（図示せず）を貫通させ、
ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの裏側に取り付けられる止板（図示せず）にリベット止め
したものとしている。
【００１９】
　以上のように構成されたこの発明のランドセル用背負いベルト取付具の挿入部４にリベ
ット止めされた一対の背負いベルトＢの上端部は、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの中心
線Ｃ方向に、背当て部Ｔの外側から５～２０度の傾斜角度αの範囲内で捻った状態で背負
いベルト取付具に取り付けられる。なお、前記背負いベルトＢの下端部は、ランドセル本
体Ｒの底部の固定具（図示せず）に固着された下ベルトに連結されている。
【００２０】
　そのため、このものでは背負いベルトＢの外側端ｏが、従来のものより内側に捻られ、
使用者がランドセルを背負った場合には、背負いベルトＢの外側端ｏが内側端ｉよりも使
用者の背中や肩に密着することになり、背負いベルトＢが肩から外れる方向（外側方向）
にずれにくくなった状態で、ランドセル本体Ｒが常に斜め上方に引っ張られた状態となり
、背負いベルトＢが使用者の背中に密着した状態に保たれることになるので、背負いベル
トＢが使用中にランドセルの重量により肩からずれず、ランドセルが重く感じることなく
、使用感が良いものとなる。
【００２１】
　さらに、この発明のランドセル用背負いベルト取付具の挿入部４にリベット止めされた
一対の背負いベルトＢの上端部は、ランドセル本体Ｒの背当て部Ｔの中心線Ｃ方向に、背
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に、背当て部Ｔの上端から３～１０度の傾斜角度βの範囲内で傾けた状態で背負いベルト
取付具に取り付けられる。なお、前記背負いベルトＢの下端部は、前記したのと同様にラ
ンドセル本体Ｒの底部の固定具（図示せず）に固着された下ベルトに連結されている。
【００２２】
　そのため、このものでは、背負いベルトＢの外側端ｏが、上記のものよりさらに内側に
捻られ、使用者がランドセルを背負った場合には、背負いベルトＢの外側端ｏが内側端ｉ
よりも使用者の背中や肩により強く密着することになり、背負いベルトＢが肩から外れる
方向（外側方向）によりずれにくくなった状態で、ランドセル本体Ｒが常に斜め上方に引
っ張られた状態となり、背負いベルトＢが使用者の背中により密着した状態に保たれるこ
とになるので、背負いベルトＢが使用中にランドセルの重量により肩からずれず、ランド
セルがより重く感じることなく、使用感がより良いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明のランドセル用背負いベルト取付具を用いたランドセルの斜視図である
。
【図２】この発明のランドセル用背負いベルト取付具を正面側から見た一部分解斜視図で
ある。
【図３】この発明のランドセル用背負いベルト取付具を背面側から見た分解斜視図である
。
【図４】この発明のランドセル用背負いベルト取付具がランドセルの背当て部に取り付け
られた状態の平面図である。
【図５】この発明のランドセル用背負いベルト取付具がランドセルの背当て部に取り付け
られた状態の側面図である。
【図６】従来のランドセル用背負いベルト取付具を用いたランドセルの斜視図である。
【図７】従来のランドセル用背負いベルト取付具を正面側から見た一部分解斜視図である
。
【図８】従来のランドセル用背負いベルト取付具がランドセルの背当て部に取り付けられ
た状態の平面図である。
【図９】従来のランドセル用背負いベルト取付具がランドセルの背当て部に取り付けられ
た状態の側面図である。
【符号の説明】
【００２４】
　３　連結体
　４　挿入部
　４ａ　挿入孔
　Ｒ　ランドセル本体
　Ｔ　背当て部
　Ｂ　背負いベルト
　Ｃ　中心線
　α　傾斜角度
　β　傾斜角度
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